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伊勢市ごみ処理基本計画改定版 概要版 

 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下、「廃棄物処理法」という）の目的である生活環境の保全と公衆

衛生の向上、一般廃棄物の適正な処理を実現するため、廃棄物処理法第 6 条第 1 項の規定により計画を定め、ご

みに対する本市の姿勢を定めることを目的としています。 

2018（平成 30）年 3 月に策定した伊勢市ごみ処理基本計画（以下、「現行基本計画」という）の中間目標

年度（令和４年度）を迎え、SDGs の視点や「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」など国及び地方

自治体のごみ処理行政の変動等を受け、伊勢市における今後のごみの減量及びごみ処理体制の方向性と施策を改

めて検討し、現在の実情に合わせた計画に見直すこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 計画の基本的事項 
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本計画は、ごみに関係する各種法令との関連を踏まえながら、上位計画である「伊勢市総合計画」や「伊勢市環境

基本計画」で掲げたごみ処理に関する目標の実現に向け、ごみ処理における今後の施策の方向性及び目標とする社

会の姿を定めています。なお、本計画の見直しに伴い、食品ロス削減の推進に関する法律第 13 条で規定する「市町

村食品ロス削減推進計画」を内包するものとします。 

また市民・地域組織、事業者、行政など各主体の役割を示し、施策への取組みの推進を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、2018（平成 30）年度を初年度とし、2022（令和 4）年度を中間目標年度、その 5 年後の 2027

（令和 9）年度を最終目標年度とします。 

また、国におけるごみ行政や計画策定の前提となっている諸条件などが大きく変化した場合には、適宜見直しを行い

ます。 
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家庭系ごみに関しては、減少傾向で推移しています。しかし、燃えるごみの１人１日あたりのごみ排出量は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、家庭でのライフスタイルがステイホームとなったことから、増加傾向で推移していました。

令和 3 年度には減少しましたが、家庭におけるごみの減量・資源化の取組みが必要となります。 

事業系ごみに関しても、新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度は大きく減少しましたが、令和 3 年度には

増加に転じていることから、今後も注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 現状と課題 
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市では年々高齢者人口は増加しており、今後も高齢者の割合は増加することが見込まれます。 

高齢者等、ごみ・資源物を排出することが困難な市民に対しての戸別訪問収集等の施策を充実する必要がありま

す。 

国では、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応する

ため、3Ｒ＋Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進するた

めの戦略「プラスチック資源循環戦略」が 2019（令和元）年 5 月に策定されました。戦略では、「リデュース」「リユー

ス・リサイクル」「再生利用・バイオマスプラスチック」それぞれに対するマイルストーン（目標）が定められ、「リデュース」に関

しては、レジ袋有料化義務化、バイオマスプラスチック等の再生可能資源への適切な代替の促進等に取組み、2030

（令和 12）年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制することが盛り込まれています。また、令和 4 年 4 月

1 日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されたことを受け、「家庭」「事業所」どちらも対策に

取組んでいくことが望まれます。 

プラスチックごみ対策

燃えるごみ（家庭系）の組成調査によると、家庭の燃えるごみの中に、まだ食べられるのに捨てられているいわゆる食

品ロスが 6.1％含まれています。食品ロスについては、持続可能な開発目標（SDGｓ）や 2019（令和元）年に策

定された食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく基本方針等において、食品ロスを 2030（令和

12）年度までに 2000（平成 12）年度の半減とする目標が設定されています。また、2019（令和元）年 10 月に

は、食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、食品ロス削減が真摯に取組むべき課題であることが明示されまし

た。市では、重点施策として食品ロス削減に関する取組みを実施してきましたが、今後も、引き続き効果的な施策を講じ

ていくことが必要です。 

食品ロス

新型コロナウイルス感染症拡大による自粛等の影響で減少傾向でしたが、企業活動が活発化すれば増加することも

考えられます。今後も市内事業所への排出抑制や分別等効果的な施策を検討していく必要があります。 

事業系ごみ

年々減少傾向で推移してきましたが、１人１日あたりの燃えるごみ排出量に関しては増加傾向にありました。新型コロ

ナウイルス感染症拡大による外出自粛やテレワークの影響等も考えられますが、感染症の影響が落ち着けば再び減少傾

向に推移できるよう、市民全体の意識を向上させる事業を充実させていく必要があります。 

家庭系ごみ
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大量生産・大量消費・大量廃棄型の現代社会においては、かつてこの国に暮らす私たちが無意識のうちに言葉に、そ

して行動にしてきた「もったいない」という概念が忘れ去られようとしています。 

「もったいない」は単にものの価値が損なわれることに対する懸念だけでなく、そのものがそこにあることに対する感謝の念

も込められた言葉であり、快適な生活を手に入れる一方で、不要となったものをゴミとして廃棄し続けてきた私たちが、今

こそ思い返さなくてはならない言葉です。 

まずは、ごみの発生を抑制し、可能な限り再使用、再生利用を図る、「ごみをゴミにしない」行動が、市民、地域組

織、事業者、行政全て含めて、私たちに求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念における「ごみ」と「ゴミ」の違い】 

「ごみ」とは・・・一旦は不要となったものの、再使用や再生利用を図ることができるもので、そのまま、あるいは形状を 

変えて利用できる性質をもっているものを指します。 

「ゴミ」とは・・・不要となったもののうち、再使用や再生利用を図ることができず、焼却、埋立処分せざるを得ないもの 

を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 めざす姿 

基 本 方 針 

ごみとなるものを出さない発生抑制（リデュース）、当人にとってはごみとなるものであっても、それを必要とする方に譲

り使ってもらう再使用（リユース）、そのままの形状では利用することが難しい場合でも資源として利用する再生利用

（リサイクル）を図り、「ごみをゴミにしないまち」を目指します。 

 

ごみの排出から、収集、運搬、処分に関する一連の処理において、適正なごみ処理を推進します。 

また、地域によって不公平感が生じることのない、効率的なごみ処理を推進します。 

これらを実現することで、安全で安心なごみ処理を推進します。 

 

先に挙げた二つの方針を実現するため、ごみの発生から処理に携わるそれぞれの主体が互いに補完し合う中で取組

みを進めます。 

また、それらの取組みを進めるため、その意義や方法などを学ぶ、知る機会が必要となるため、これまで以上に、積極

的に教育、学習、啓発を充実させます。 

基本方針１:３Ｒ（ごみの減量と資源化）の推進 

基本方針３:市民・地域組織、事業者、行政による協働の推進 

基本方針２:安全・安心を目指した適正かつ効率的なごみ処理の推進 
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基本方針に基づく施策の実施により、達成可能と考える推計値から、下図に示したとおり、基本目標を定めます。現

計画の最終目標値から、現状や、推計した令和９年度の人口（116,377 人）の他、ごみ排出量の見込み、今後

の施策の実施等を勘案し、目標値を再設定しています。 

 令和 9 年度の目標に向け、減量化・資源化施策として、プラスチック製品の資源回収や、可燃ごみから減量化し

たものを資源として回収し資源化率の向上に繋げるとともに、未利用資源（生ごみ、剪定枝、紙おむつなど）の資源化

に向けた検証も進めていくようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 計画目標 
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第５章 基本施策 

 
発行:伊勢市 環境生活部 ごみ減量課 
住所:〒５１５－０５０５ 三重県伊勢市西豊浜町６５４ 
電話:０５９６－３７－１４４３  FAX:０５９６－３７－０１８９ 
Mail:gomigenryou@city.ise.mie.jp  URL:https://www.city.ise.mie.jp 


